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し
、
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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
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政
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る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
「
厚
生
労
働
省
が
ま
と
め
た
年
金
財
政
試
算
」
が
「
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
」
に
お
け
る
試
算
を
指
す
の
で
あ

れ
ば
、
当
該
試
算
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
末
ま
で
の
株
価
の
低
下
等
を
織
り
込
ん
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
般
確
定
し
た
平
成
二
十
年
度
の
運
用
利
回
り
に
よ
り
試
算
を
行
っ
た
と
し
て
も
そ
の
結
果
に
大
差
は
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た

な
試
算
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
運
用
利
回
り
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
以
降
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
前
提
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

平
成
二
十
一
年
度
が
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
二
年
度
が
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
三
年
度
が
一
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
、
平
成
二
十
四
年
度
が
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
五
年
度
が
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
六
年
度
が
二
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
七
年
度
が
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
八
年
度
が
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
九
年
度
が

三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
三
十
年
度
が
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
三
十
一
年
度
が
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
三
十
二
年

度
以
降
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
前
提
を
置
い
て
い
る
。


